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答申行政第５０号

答 申

第１ 審査会の結論

岡山県知事（以下「実施機関」という。）が行った公文書一部開示決定は妥当であ

る。

第２ 異議申立てに至る経緯

１ 異議申立人は、平成２１年１１月１７日に、岡山県行政情報公開条例（平成８年岡

山県条例第３号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定により、実施機関に対

して、「○○○○○○の次の文書 平成２２年度・平成２３年度岡山県建設工事入札

参加資格申請書及び添付資料全て（就業規則含む）」の開示請求（以下「本件開示請

求」という。）を行った。

２ 実施機関は、本件開示請求に係る公文書を、以下のように特定した。

○○○○○○（岡山県知事許可○○○○○○）の次の文書

平成２２年度・平成２３年度岡山県建設工事入札参加審査申請書及び添付資料

その上で、実施機関は、当該文書のうち、

（ア）納税証明書（県税）のうち証明事項

（イ）納税証明書（消費税）のうち証明事項

（ウ）納税証明書（○税）のうち証明事項

（エ）○○○○○○共済事業加入・履行証明書のうち

①共済契約成立年月日

②共済契約者番号

③直前決算日における被共済者数

④直前決算日における直近１か年間の手帳更新数

⑤直前決算日における直近１か年間の証紙購入額

⑥直前決算日における直近１か年間の元請から現物で交付を受けた証紙の金

額

⑦直前決算日における直近１か年間の下請へ現物で交付をした証紙の金額

（オ）加入証明書（○○○○○○共済）のうち共済契約者番号及び契約成立年月日

（カ）労働者災害補償保険加入証明書のうち保険番号

を条例第７条第３号を理由として非開示とし、公文書一部開示決定（以下「本件処分」

という。）を行い、平成２１年１１月２６日付けで異議申立人に通知した。

３ 異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）第６条の規定により、平成２２年１月４日に、実施機関に対して異議申立てを行

った。
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４ 実施機関は、条例第１７条の規定により、平成２２年１月７日付けで、岡山県行政

情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に対して、本件開示請求

に係る公文書の開示の可否の決定について諮問した。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消（破棄）して上記公文書の開示決定を求め

るものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書、意見書及び意見陳述において主張している異議申立て

の理由は、おおむね次のとおりである。

社会正義実現と社会秩序の維持と公共の福祉向上のため、公益上の理由による裁量

的開示を求める。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が非開示理由説明書及び意見陳述において説明している内容は、おおむね

次のとおりである。

１ 非開示部分について

（ア）納税証明書（県税）のうち証明事項、（イ）納税証明書（消費税）のうち証

明事項、（ウ）納税証明書（○税）のうち証明事項、（エ）○○○○○○共済事業加入

・履行証明書のうち①共済契約成立年月日、②共済契約者番号、③直前決算日におけ

る被共済者数、④直前決算日における直近１か年間の手帳更新数、⑤直前決算日にお

ける直近１か年間の証紙購入額、⑥直前決算日における直近１か年間の元請から現物

で交付を受けた証紙の金額及び⑦直前決算日における直近１か年間の下請へ現物で交

付をした証紙の金額並びに（オ）加入証明書（○○○○○○共済）のうち共済契約者

番号及び契約成立年月日並びに（カ）労働者災害補償保険加入証明書のうち保険番号

これらは会社の営業、労務管理に関する情報であり会社規模の判断材料や経営の状

況を推測させるものであるので、公にすることにより、競争する他企業にとって有利

な情報となることから、競争上の不利益を生じると判断し非開示とした。

２ 異議申立人の主張について

異議申立人は、社会正義実現、社会秩序の維持、公共の福祉向上のため、全部開示

を求めているが、非開示情報は個人情報や公共機関等が証明した会社固有の情報等で

あり、非開示により保護される利益に優越する公益上の理由があるとは認められない。

第５ 審査会の判断

１ 本件対象公文書について

本件異議申立ての対象となった公文書（以下「本件対象公文書」という。）は、○
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○○○○○（岡山県知事許可○○○○○○）に係る平成２２年度・平成２３年度岡山

県建設工事入札参加審査申請書及び添付資料である。

２ 本件対象公文書に係る条例上の非開示条項等について

（１）条例第７条第３号（事業活動情報）の規定について

条例第７条第３号は、「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当

該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営

む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ

るもの」を非開示とすることを規定している。

これは、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重しつつ、法人等の事業活動の

自由その他正当な利益を尊重し保護する観点から、公にすることにより、事業を行

う者の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認め

られる情報が記録されている公文書を非開示とすることを定めたものである。

(２) 条例第９条（公益上の理由による裁量的開示）の規定について

条例第９条は、「実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報（第７条第１

号に該当する情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要が

あると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。」

と規定しており、対象公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、非開

示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められる場

合には、実施機関の高度の行政的判断により開示することができることを定めたも

のである。

３ 非開示条項該当性等の具体的検討について

上記で示した非開示条項及び裁量的開示の規定の適用に関して、実施機関が非開示

とした情報が条例で定める非開示情報に該当するか否か及び公益上の理由による裁量

的な開示が適用されるか否かについて具体的に検討する。

（１）条例第７条第３号（事業活動情報）該当性について

本件対象公文書において事業活動情報として非開示とされているのは、（ア）納

税証明書（県税）のうち証明事項、（イ）納税証明書（消費税）のうち証明事項、（ウ）

納税証明書（○税）のうち証明事項、（エ）○○○○○○共済事業加入・履行証明

書のうち①共済契約成立年月日、②共済契約者番号、③直前決算日における被共済

者数、④直前決算日における直近１か年間の手帳更新数、⑤直前決算日における直

近１か年間の証紙購入額、⑥直前決算日における直近１か年間の元請から現物で交

付を受けた証紙の金額及び⑦直前決算日における直近１か年間の下請へ現物で交付

をした証紙の金額、（オ）加入証明書（○○○○○○共済）のうち共済契約者番号

及び契約成立年月日並びに（カ）労働者災害補償保険加入証明書のうち保険番号で

ある。

実施機関は、これらは会社の営業、労務管理に関する情報であり会社の規模の判

断材料や経営の状況を推測させるものであるので、公にすることにより、競争する

他企業にとって有利な情報になることから、競争上の不利益を生じると判断し非開
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示としたと説明する。

（ア）納税証明書（県税）のうち証明事項、（イ）納税証明書（消費税）のうち

証明事項及び（ウ）納税証明書（○税）のうち証明事項は、当該法人の財務経理に

関するものであり、（エ）○○○○○○共済事業加入・履行証明書のうち①共済契

約成立年月日、③直前決算日における被共済者数、④直前決算日における直近１か

年間の手帳更新数、⑤直前決算日における直近１か年間の証紙購入額、⑥直前決算

日における直近１か年間の元請から現物で交付を受けた証紙の金額及び⑦直前決算

日における直近１か年間の下請へ現物で交付をした証紙の金額並びに（オ）加入証

明書（○○○○○○共済）のうち契約成立年月日は、当該法人の労務管理に関する

ものである。そして、これらはいずれも内部管理に属する情報であり、その性質上、

経営の状況及び労務管理への取組を推測させる情報を含むものであるから、公にす

ることにより、当該法人の事業運営に不利益を与えるものであると認められる。

また、（エ）○○○○○○共済事業加入・履行証明書のうち②共済契約者番号、

（オ）加入証明書（○○○○○○共済）のうち共済契約者番号及び（カ）労働者災

害補償保険加入証明書のうち保険番号は、当該法人にとって固有の番号であること

から、第三者がそれらの番号と○○○○○○共済事務局、○○○○○○共済事務局

及び労働基準監督署等が保有する情報とを照合することにより、当該法人に関する

情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その

他社会的な地位が損なわれると認められる情報を不当に知り得るおそれがある。し

たがって、（エ）○○○○○○共済事業加入・履行証明書のうち②共済契約者番号、

（オ）加入証明書（○○○○○○共済）のうち共済契約者番号及び（カ）労働者災

害補償保険加入証明書のうち保険番号は、公にすることにより、当該法人の事業運

営に不利益を与えるものであると認められる。

よって、本件対象公文書における（ア）納税証明書（県税）のうち証明事項、（イ）

納税証明書（消費税）のうち証明事項、（ウ）納税証明書（○税）のうち証明事項、

（エ）○○○○○○共済事業加入・履行証明書のうち①～⑦欄、（オ）加入証明書

（○○○○○○共済）のうち共済契約者番号及び契約成立年月日並びに（カ）労働

者災害補償保険加入証明書のうち保険番号については、条例第７条第３号の非開示

情報に該当すると認められる。

(２) 条例第９条（公益上の理由による裁量的開示）の適用の可否について

異議申立人は、条例第９条の適用による開示を求めているものの、同条が適用さ

れるべき公益上の理由についての具体的な主張はなされておらず、上記（１）にお

いて非開示とされている情報を保護する利益に優越する公益上の理由は特段見あた

らないことから、条例第９条を適用する必要性は認められない。

４ 結論

以上により、実施機関が公文書一部開示決定をした本件処分については妥当である

と認められることから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断した。

第６ 審査会の経緯等
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当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２２年 １ 月 ７ 日 実施機関から諮問を受けた。

平成２２年 ２ 月２２日 実施機関から非開示理由説明書が提出された。

平成２２年 ４ 月２１日 異議申立人から意見書が提出された。

平成２３年１１月１１日
事案の審議を行った。

（審査会第１回目）

平成２３年１２月 ９ 日
実施機関の意見陳述の聴取を行った。

（審査会第２回目）

平成２４年 ２ 月１７日
異議申立人の意見陳述の聴取を行った。

（審査会第３回目）

平成２４年 ３ 月２３日
事案の審議を行った。

（審査会第４回目）

平成２４年 ５ 月１８日
事案の審議を行った。

（審査会第５回目）

平成２４年 ７ 月２０日 実施機関に対し答申を行った。
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